
2 関係法令の概要について   

2．介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成10年政令第41   

3号）の一部改正開啄  

（1）介護給付費等に対する負担金等  

〔第1集、第1条の3、第2条第3項及び第4項並びに第3粂第3項及び第4項の改正〕  

介護給付費及び地域支援事業に要する費用における国、都道府県、市町村  

等の負担金及び交付金の新たに対象となる費用等を定める。  

（2）第二号被保険者負担率  

〔第5条関係〕  

介護給付及び予防給付に要する費用のうち第二号被保険者が負担する割合  

を100分の31とする。   

3．施行期日   

0 平成18年4月1日から施行する。   

4．経過措置等  

（1）地域支援事業の上限額に関する経過措置   

○ 平成18年度及び平成19年度における地域支援事業の上限額に関する経   

過措置を次のように定める。（附則第2条及び第3条）  

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に  

関する政令の一部を改正する政令案改正内容の概要  

i＋ ．キ眉t◆十日 屈即 日烈朋i光配凹q臼引㌢司員E 跳⊥違 喧÷十闇  

（1）地域支援事業の上限額   

〔第37粂の2の新設〕   

○ 市町村が介注保険法（以下「法」という。）第115条の38第1項に規定す  

る地域支援事業を行うに当たっては、同条第3項により政令で定める績の範囲内  

で行うこととされており、この地域支援幸美の上限抜を介強保険法施行令（以下  

「施行令」という。）で定めるもの。   

○ 具体的な各上限軸は、各市町村につき、市町村介注保険事業計画に定める介護  

給付等対象サービスの見込主等に基づいて算定した各年度の介護給付等に要する  

費用の予想額（以下「給付見込轍」という。）に下の割合を乗じた輯とする。（施  

行令第37条の2）  

右記以外の市町村  規模市町村（注）   

①介護予防事業   2．0％   5％   

（a包括的支線事業＋任意事業  2．0％   00万円   

（動地域支援事業（①＋（か）  3．0％  

18年度  19  年度  

小規模市町村  右書己以外の市  

町村   （注1）   町村  

（D介捜予防事業   1．5％  0．5％   1．5％  

②包括的支捜事業＋任意礪集  1．5％  300万円   1，5％  

（卦地域支操事業（（D＋（∋）  2．0％  2．3％  

（注）給付見込書引こ1．5％を乗じて得た額が300万円未満の市町村。なお、小規模市町  

村は「右妃以外の市町村」の上限額を選択することも可能。  

（2）保険料率の算定に関する基準  

〔第38粂、第39条の改正関係〕  

今般の改正においては、被保険者の負担能力をきめ細かく反映させる観点から、   

保険料率の算定に関する基準を次のとおり見直すこととする。   

（D 保険料に係る第一号被保険者の区分について、市町村民税世帯非課税看で  

あって、公的年金等の収入金樋及び合計所得金紙の合計額が八十万円以下で  

ある者の区分を定め、当該区別こおける保険料基準額に乗じる標準割合を四  

分のことする。く施行令第38粂第1項第2号及び第39条第1項第2号）。   

（9 保険料に係る第一号被保険者の区分について、市町村民税が課されている  

者の区分については合計所得金額に基づいて更に区分することができること  

とし、当該区分における保険料基準額に乗じる割合については、市町村が当  

該区分に応じて定めることとする。（施行令第39条）  

18年虔   19年度  

用年度又は20年皮に他職包括支I量セ  20年4月に地域包括支援センターを  

ンターを拍覆する市町村（注2）  校正する市町村（注2）   

（》介膿予防事業   1．5％   1．5％   

②包括的支嬢事集＋任景事薫  0．5％   0．5％   

③地域支援事業（①＋②）  

（注1）給付見込轍に1．5％を乗じて得た綿が300万円未満の市町村．なお、小規模市町村は「右記  

以外の市町村」の上限額を選択することも可能．  

（注2）これらの市町村には、小規模市町村の特例は適用しない．   

（2）保険料率の算定に関する基準の特例  

○ 地方税法の規定による市町村民税の経過措置対象者等については、平成十   

八年度及び平成十九年度における保険料基準額に乗じる割合については、こ   

れを引き下げることができることとする。（附則第4条）  
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（5）嘩て  
・改正法において、介注支援専門員の欠格事由や指定事業者の欠格事由と   

して国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定   

により罰金刑に処せられ、その執行が終わっていない者等を規定したため、   

政令で定める法律を以下のとおりとする。  

保健に関する法律：老人保健法  

医療に関する法律：医師法、医療法、薬事法など   

福祉に関する法律：老人福祉法、障害者自立支援法など   

（6）介護支援専門貞  

・改正法において、介吉隻支援専門員の要件等を規定したことに伴い、政令   

上の要件規定を削除するとともに、研修を実施する機関である指定研修実   

施機関の指定の要件として適正かつ継続的に実施する能力があると認めら   

れること等を規定する。  

（7）介護サービス情報の公表  

・介強サービス情報の報告はサービスの提供を開始するときは省令で定め   

るとき（2週間前〉 までに、その他の場合は都道府県知事の定める計画に   

従って行うこととする。  

・調査を実施する指定調査機関の欠格要件として、法人でないものや介注   

保険法に違反し刑に処せられ2年を経過していないものなどを規定する。  

・指定調査機関の指定の要件として、指定調査機関が作成する職員や事務   

の実施方法を定める計画が適切なものであることや役員や職員の構成が調   

査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることなどを規   

定する。   

・指定調査機関が不正な手段で指定を受けた場合や政令の規定に違反した   

とき等は、指定を取り消すことができることとする。   

・調査員の要件として調査員養成研修の課程を修了したものとする。   

・虚偽又は不正の事実に基づいて調査員の登録を受けた場合などに登録証   

明春の返還を求めることとする。  

・調査員養成研修に係る指定の要件として、法人であることや研修を適正   

かつ継続的に実施する能力があると認められること等を規定する。   

・情報の公表を行う指定情報公表センターの指定の要件として、都道府県   

に他に指定を受けている者がないことや役員や職員の構成が事務の公正な   

実施に支障を及ぼすおそれがないこと等を規定する。   

・指定情報公表センターについて、不正な手段により指定を受けたときや  

介護保険法施行令等の一部改正の概要   

介謝呆険法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行（平  

成18年4月1日施行）に伴い、介護サービス情報の公表に係る指定調査機  

関等の指定等に係る規定を整備する。  

1．介護保険法施行令の改野  

（1）特定疾病の見直し   

・特定疾病に末期がんを追加する。   

・シャイ・ドレーガー症候群を多系統萎縮症に改めるなど所要の改正を行  

う。  

（2）言脚直し   
・介護職員基礎研修課程を追加することに伴い、訪問介謹員養成研修を介  

護員養成研修に改める。  

（3）福祉用具の貸与t販売  

t福祉用具の貸与や販売を行うにあたり専門的知識を有する保健師などの  

福祉用具専門相談員の技術的援助及び助言を受けて行うこととする。（これ  

までは省令で規定していたものを政令に引き上げる。）  

■福祉用具専門相談員の要件を、保健師、看は師、理学療法士、作業療法  

士など専門的知識を有する者及び福祉用具専門相談員指定講習会を受けた  

者などとする。（これまで省令で規定していたものを政令に引き上げる。）   

・これまで厚生労働大臣が行っていた福祉用具専門相談員指定講習会の指  

定を都道府県知事が行うこととする。   

・福祉用具専門相談員指定講習会の指定を受ける者の要件を、講習会を適  

正に実施する能力があると認められることなどとする。  

（4）指定市町村事務受託法人   

・指定市町村事務受託法人に閲し、法人の指定、報告、公示等の規定を整  

備する。  
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著しく不適当な行為をしたときに指定を取り消すことができることとする。   

（牒）地域包括支援センタ「   

・地域包括支援センターの設置者に対し、その職員に都道府県が行う研修  

を受けさせることとする。   

（9）酬‖乱収（年金天引き）の見直し   

・特別徴収の対象となる遺族・障害年金の特定及び徴収の順位を規定する。  

（10）その他   

・その他所要の規定の整備を行う。  

（11）経過措置   

・平成18年4月1日において、適所介注の指定を受けているもののうち   

認知症専用型の報酬を算定しているものについては隠知症対応型通所介護   

及び介護予防認知症対応型適所介枝の指定を、認知症対応型共同生活介護   

の指定を受けているものについては介注予防認知症対応型共同生活介護の  

指定を受けているものとみなす。   

・平成20年3月31日までの間については、指定市町村事務受託法人が   

ないこと等の辛†削こより新規の要介練認定及び要支援認定の紀定調査の円  

滑な実施が困難な場合は、指定居宅介注支援事業者等に新規の措定調査を  

委託できることとする。   

・平成18年4月1日において、指定があったものとみなされた事業者の  

指定の有効期間は、平成12年4月1日以降指定を受けた日から起算する  

こととする。（平成14年以前に指定をうけた者は別途経過措置を吉釘ナる。）   

・新たに追加した指定の欠格条項については、平成18年4月1日以前に  

受けた刑や処分lこついては適用しない。（指定の更新及び取り消しについて  

も同様。）   

・市町村は、地域包括支援センターが設置されるまでの聞は、包括的支援  

事業の一括委託の規定にかかわらず、在宅介は支援センターの設置者に対  

し、総合相談・支援事業のみの実施を委托することができる。  

2．老人福祉法施行令の改正  

・改正法において、新たに設けることとした小規模多機能型居宅介注事業  

について、その対象者として、介碓保険法の規定による給付の対象となる  

者等を規定する。（老人福祉法施行令第4条関係）   

・高齢者虐待の防止、高齢者の賽佳肴に対する支援等に関する法律の成立   

に伴い、虐待のため又は養佳肴の負担軽減のために必要と認める場合には   

市町村による措置の対象となることを明確化することとした。（老人福祉法  

施行令第6条関係）   

・その他、改正法の成立に伴う所要の改正を行う。   

マ．生活保護法施行令の改正  

・保護費の中でも実費を支給しているものについて、保護の目的を達成す  

るために必要である場合には、被保注者の利便性、地方自治体の事務の効  

率性向上にもかんがみ、被保護者に代わって保陣の実施機関が納付を行え  

る費用として、介護保険料と住居に居住するために要する費用を規定する。   
・現行の改正前に生活保践法上による妨間者雄、訪問リハビリテーション  

及び居宅療養管理指導を行う指定介は機関の指定を受けていた事業者のう  

ち介護保険法による指定を受けたものとみなされたものについて改正後に  

おいては、特段の申出がない限り、介護予防妨間看護、介性予防訪問リハ  

ビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導として、生活保練法上にお  

ける介練予防を行う指定介注機関とみなす。  

4．その他   

・改正法の成立に伴い関係政令について所要の改正を行う。  

等の一部を改正する政令の経過措置   

・現行の訪問介捜員養成研修を修了した者について介陣貝養成研修を修了  

した者とみなす。  

・現行の改正前に妨間介佳員研修及び介護支援専門員実務研修等の指定を  

うけていた事業者について改正後においても同様の指定をうけたものとみ  

なす。  

・改正前に登録された介は支援専門員の介護支援専門員言正の有効期間を規  

定する。  

・施行日前に一定の研修を受けた者について、介はサービス情報の公表に  

係る「調査員」とみなす。  

・地方税法の規定による市町村民税の経過措置対象者等について、平成18  

年度及び平成19年度における高額介吉蔓サービス真に関する特例を規定する。  
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介護保険法施行規則の一部を改正する省令案  

脚   
・平成18年4月1日とする。  既 要  

（1）平成18年度から平成20年度までの基準所得金額〔第143条の改正】  

平成18年度から平成20年産までの基準所得金額を200万円とする。  

（2）仮徴収額の徴収方法の見直し〔第158条の改正〕  

これまで8月の仮徴収額は、一般仮徴収額（2月の本徴収板）又は市町村決定   

額（6月の仮徴収額）の範囲内で市町村が定める輯とされていたが、特別徴収にお   

ける徴収額の平準化を図るため、8月の仮徴収客引こついて所得の状況その他の事情   

を勘案して市町村が定める鑓とすることができることとする。  

（3）施行期日  

平成18年4月1日  
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介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する  
省令の一部を改正する省令案  

（参考資料）  

附則別表第一及び附則別表第二に精げる算式中の各書己号の意畿及び係数   

平成18年虎（附則別表第一）  平成19年鹿（附則別表第二）  

披保緩着の区分  当は市町村に  すべての市町村   生抜市町村に  すべての市町村   
係数      係数   おける割合  における割合   おける糾合  における割合   

第1段階椎保障層   A   0．5   A   0．5   

第2段階披保傾層   B   b   0．5   B   b   0．5   

第8段階祉保険者   C   ○   0．Z5   C   ¢   仇25   

第4投付椎保険書のうち税Il改正に伴う  
第1段階からの激変緩和繕t対象書   D   d   0．34   D   d   0．り   

第4段階緻保険者のうち税制改正に伴う  E   

第2段階からの激変緩和柑正対■書  
●   0．34   E   ●   0．17   

第4段階披保険者のうち税刑改正に伴う  

第3段階からの激変緩和什正対た看   
F   0．17   F   0．09   

第4段指紋保快音  0  0   

第5枚陶枕保険者のうち税制改正に伴う  G   
第1段階からの激変は和けt対象書  

書   0．25  ○   

第5段階織係属慮のうち税制改正に伴う  H   
第2牧柑からの激変緩和繕正対象看  

h   0．25  0   

第6段騨橡保挨青のうち税制改正に伴う  

第a枚僅からの激変緩和書一正対象者   
0．09   G   ■   －0．08   

第5段脂披保険書のうち税別改正に伴う  
第4校閲からの激変緩和柑正対■看   J   

－－0．08   H   h   －0．18   

第6段階械保険者   K   k   －0．25   －0．25   

第8段階被保険者   し   －0．5   J   －0．5   

既 要  

（1）所得段階別加入割合補正係数の算式の見直し〔別表第2（第6条関係）の改正〕   

第1号被保険者の保険料第2段階を細別ヒすることに伴い、調整交付金に係る   

所得段階別加入割合補正係数の算式について所要の改正を行うもの。   

（2）平成18年度及び平成19年度における所得段階別加入割合補正係数の  

算式の特例【附則第2条〕   

今般の改正においては、地方税法の規定による市町村民税の経過措置対象者等   

について、平成18年度及び平成19年度における保険料基準額に乗じる割合につ   

いて引き下げることができることとしている。   

これに伴い、平成18年度及び平成19年度における所得段階別加入割合補正   

係数の算式について、特例として経過措置対象者等に係る区分を加え、附則別表第   

一及び第二に掲げる算式により算定することとするもの。  

（附則別表第一及び第二における算式中の記号の意義等については（参考資料）  

参照）  

（3）施行期日  

平成18年4月1日  
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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に  

関する省令の一部を改正する省令案  

［琴二軍］  

（1）平成18年度から平成20年度までの財政安定化基金拠出率〔第4粂の改正〕  

平成18年度から平成20年度までの財政安定化基金拠出率を1．000分の  

1とする。  

（2）施行期日  

平成18年4月1日  

介護保険法施行規則等の一部改正の概要   

介護保険法等の一部を改正する法律（以下「改正法」というb）の施行（平  

成18年4月1日施行）及び介護保険法施行令（以下「施行令」という。）等  

の改正に伴い、介護予防サービスの定義の細則、指定市町村事務受託法人及  

び介護サービス情報の公表に係る機関等の申請等の手続、地域包括支援セン  

ターの基準等を規定するなど所要の改正を行う。  

1．介護保険法施行規則の改正  

（1）要介護状態及び要支援状態の椎続見込期間の見直し   

・施行令の改正により特定疾病に末期がんを追加することから、末期がん  

による要介性状態や要支援状態の継続見込期間を緩和する。  

（2）居宅サービスの定義   

・介護保険法上の「居宅」の定義に養護者人ホームを加える。   

・訪問春江を行うことができる者として、言語聴覚士を加える。   

・特定施設の対象に養桟老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅（厚生労働大  

臣が定める基準に適合するものに限る。）を加える。   

・小規模多機能型居宅介護を行う拠点として、適切に機能訓練等を実施で  

きる拠点を規定する。   

・介護専用型特定施設の入居者として、要介護者及び配偶者に加え、入居  

の際要介護者であった看で要支援若しくは非該当に改善した者や入居者の  

3親等以内の親族等を規定する。  

（3）介護予防サービスの定義   

・介護予防サービスの提供される期間を介注予防サービス計画に定める期  

間とする。   

・介護予防訪問入浴介祷を利用できる場合として、疾病などのやむを得な  

い理由で入浴に介護が必要なときを規定する。   

・介護予防認知症対応型共同生活介接を利用できる者として、要支援2に  

該当する者を規定する。   

・介護予防サービス計画を作成することができる地域包括支援センターの  

職員として、保健師その他介護予防支援に関する知織を有する者を規定す  

る。   

・上記に掲げるもののほか、介護予防サービスの定義に係る細則について、  
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（8）要支援状態区分の変更の思定の申請等  

・改正法において、要支援状態区分を規定したことに伴い、要支援状態区   

分の変更の掟定の中綿手続等に関し、要介推状態区分の変更の認定の申請   

等に係る規定と同様の規定を扱ける。  

・市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定をする際の手続等を要   

介注状態区分の変更の認定をする場合と同様に規定する。   

㈱の代理受領の要件  

・居宅介捜サービス賀の代理受領の要件として、小規模多機能型居宅介注   

を利用する場合については、あらかじめ利用について市町村に届け出てい   

る場合であって、利用した指定居宅サービスが小規模多機能型居宅介指事   

某所の介護支援専門旦が作成した計画の対象となっているときを加える。   

」10）脚サービス費   

・小規模多機能型居宅介住における日常生活に要する費用として、食事の   

提供に要する費用、宿泊に要する兼用、おむつ代、その他適当と認められ   

るものを規定するなど各地域密着型サービスにおける日常生活に要する費   

用を規定する。   

t指定居宅サービスと同様に指定地域密着型サービスの利用に降し、被保   
険者証の提示することや事業者が交付しなければならない領収書に関する   

ことを規定する。   

・地域密着型介練サービス貴の代理受領の要件として、居宅サービス費と   

同様に指定居宅介棲支援を受けることをあらかじめ市町村に届け出て、サ   

ービスが居宅サービス計画の対象となっているとき、小規模多機能型居宅   

介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているときなどを規定   

する。   

（‖）騨〉（種類）支給限度額   

・居宅介護サービス兼等区分支給限度額の対象となるサービスに、夜間対   

応型訪問介株、認知症対応型適所介は、小規模多機能型居宅介姥を加える。   

・居宅介練サービス責等種類支給限度基準頬を設定できるサービスの種類   

に、夜間対応型訪問介注及び陪知症対応型通所介護を加える。   

イ12）居宅介護住宅改修費   

■従来、居宅介練住宅改修費の支給を受けようとする場合は、申請書を提   

出することとされていたが、これを見直し、あらかじめ、費用の見積もリ  

居宅サービスと同様の規定を設ける。  

（4）介護職員基偏研修  

・政令において、訪問介接貝毒成研修に係る体系を変更することに伴い、   

訪問介は員に関する省令を廃止し、同令の規定を本施行規則上の規定とす   

る。  

・研修課程に、新たに介注従事する者の業務全般に関する専門的な知識及   

び技術を修得することを目的として行われる「介は職員基礎研修課程」を   

設ける。  

・研修の実施に当たっては、如拙及び技術の修得がなされていることを確   

認することを義務づける。  

・研修事業者の指定を受ける際の申請手続を規定する。  

・介は職員基礎研修評程の基準について、修業年限をおおむね3年以内と   

し、研修に必要な講師を確保していることなどを規定する。   

（5）脚指定講習会   
・福祉用具専門相談員の指定講習会の指定を受ける際の申請手続を規定す   

る。  

・指定講習会の指定の基準について、講習会を年に1回以上開催し、研修   

に必要数の講師を確保していることなどを規定する。   

（6）指定市町村事務受託法人  

指定市町村事務受託法人に閲し、指定の要件、事務の委託の公示等を規   

定する。   

（7）醐・認定調査の委託   

・要介注認定等の申請代行をできる者の要件として、各事業者ごとの指定   

基準の要介護比定等の申請に係る援助の規定に違反したことがないことを   

規定する。   

・更新時等に認定調査を委託できる者として、指定居宅介注支援事業者、   

地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設及び地域包括支援センターを   

規定する。   

・調査を委託できる者の要件として、各事業者の指定基準の利益収受の禁   

止の規定に違反したことがないことを規定する。  
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や改修の内容を記載した書類を提出するよう手続を改める。   

岬要件  

・介護予防サービス費の支給要件として以下の場合を規定する。  

①指定介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に届け出ている  

場合であって、利用するサービスが介護予防サービス計画の対象と  

なっているとき。  

②基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に届け出て  

いる場合であって、利用するサービスが介護予防サービス計画の対  

象となっているとき。  

③介言隻予防小規模多機能型居宅介はを受けることをあらかじめ市町村  

に届け出ている場合であって、利用するサービスが介護予防小規模  

多機能型居宅介株事業所の介夏蔓支操専門員が作成する計画の対象と  

なっているとき。  

④居宅要支援被保険者が介捜予防サービスの利用に係る計画をあらか  

じめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を  

適当と認めたとき。  

⑤介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を  

受けるとき。  

（14）」也域密着型介護予防サービス糞  

・地域密着型介言蔓予防サービス費の支給要件として、介護予防サービス責   

と同様に指定介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に届け出て、   

サービスが介吉隻予防サービス計画の対象となっているとき、介繕予防小規   

模多機能型居宅介講を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている   

ときなどを規定する。  

・地域密着型サービスと同様に各サービスごとに日常生活に要する費用を   

規定する。   

（1卿（樋類）支給限度額  
・介護予防サービス費等区分支給限度親の対象となるサービスとして、介   

繕予防訪問介捜、介護予防言方聞入浴介護、介注予防訪問看注、介護予防訪   

問リハビリテーション、介護予防適所介捜、介捜予防適所リハビリテーシ   

ョン、介苫隻予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防   

福祉用具貸与、介捜予防認知症対応型適所介は、介注予防小規模多機能型   

居宅介芸蔓及び利用期間を定めて行う介桂予防言忍知症対応型共同生活介護を  

規定する。  

・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された場合は、支援の程   

度が高い要支援状態区分の支給限度額を適用することとする。  

・介練予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類   

として、介強予防訪問入浴介護、介棟予防訪問看護、介護予防訪問リハビ  

リテーション、介護予防短期入所生活介注、介拝予防短期入所療養介注、   

介注予防福祉用具貸与、介は予防掟知症対応型適所介護及び利用期間を定   

めて行う介護予防認知症対応型共同生活介護を追加する。  

（16）介護支援寺門良の登録  

・介護支援専門員を法律上に位置付けるなど介護支援専門員に係る規定を   

改正したことに伴い、介練支援専門員に関する省令を廃止し、同令の規定   

を本施行規則上の規定とする。  

・研修の実施に当たっては、知雑及び技術の修得がなされていることを確   

認することを教務づける。  

・複数の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した者について   

は、いずれか1つの都道府県知事の登録を受けることとする。  

・登録を受けている都道府県以外の都道府県において、登録の移転の申請   

を行うのは介護保険施設、地域包括支援センターなどの事務に従事すると   

きとする。  

・介護支援専門員証の交付を受けようとする暑が受ける研修は、介注支援   

専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の   

資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。ただし、登録を   

受けた日から5年間は、この研修を劉ナずに交付を受けられることとする。   

・介護支援専門員の有効期間の更新をする際に受ける研修は、介漣支援専   

門員として必要な専門的知識及び技能を維持し、介護支援専門員としての   

知抜及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるも   

のとする。   

・更新研修の実施に当たっては、知織及び技術の修得がなされていること   

を確認することを義務づける。  

・上記に掲げるもののほか、介護支援専門員の登録、登録の移転、介護支   

援専門員証に係る申請手続など所要の規定を整備する。  
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（17）登録試愚問超作成機関  

・試験開放作成事務の信頼性を確保するための措置として、事務の管理に   

関する書粗が作成されていること及び公開模擬学力試験などの学力の教授   

に関する集積を行わないことを規定する。  

・登録試験間鴨作成機関が掟可を受けようとするときに作成する事務規程   

に定める事項として、秘密の保持に関する事項や書類の管理に関する事項   

などを規定する。   

・上記に掲げるもののほか、登録の申請手続、帳簿の備え付けに関する事   

項、手痛を休廃止した場合の引継ぎなど所要の規定を整備する。   

（18）書卿関   
■指定拭検案施機関及び指定研修実施機関の指定を受ける隙の申請手続な   

どを規定する。  

（19）事業者指定の申請手続   

・地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス   

及び介護予防支援の創設に伴い、これらのサービスの指定を受ける際の申   

請手続を規定する。く居宅サービスと同様の内容とする。）   

・指定の欠格事由の見直しに伴い、指定の中綿時の提出事項に欠格事由に   

該当しないことを誓約する書面及び役員の情報を加えること。   

・居宅サービスの指定を受けている場合の介護予防サービスの指定の申請   

時等又は指定の更新時の提出事項について、変更がない場合には省略でき   

ることとする。   

爛基準の変更仁   

係冬重囲   

・市町村は、地域密着型サービス及び地域密着型介注予防サービスの基準   

について、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験   

及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基   

準の緩和を除いて、変更することができることとする。  

（21）指定介護予防支援の委託   

・事業者が指定介冨蔓予防支援の一部を委託する際の手続等を定め、委託先   

は指定居宅介護支援事業者とする。  

（22）介鱒サービス情報の公表及び報告  

・介性サービス情報の公表の対象となるサービスとして訪問介護、妨聞入   

浴介性、訪問看縫等の9サービスを規定する。  

・介護サービス情報として報告するものは、法人の名称、所在地等の基本   

情報とサービス提供に関するマニュアルの有無等調査が必要な調査情報   

（サービス提供の開始時にあっては、基本情報のみ）とする。   

※詳細は別添を参照。   

∴事業者は、サービス提供を開始しようとする場合にあっては、開始2週   

間前までに報告を行うこととする。  

・事業者は、サービス提供開始後の年1回の定期報告の場合にあっては、   

事業者が介練サービスの対価として支払いを受けた金額が1年間で1∽万   

以下の場合又は正当な理由があるときは、都道府県知事に介護サービス情   

報を報告しなくてもよいこととする。  

・介はサービス情報として公表するものは、基本情報と調査情報の調査結   

果とする。  

（23）指定調査機関  

・指定調査検閲の指定の要件として、民法法人の場合には社員、株式会社   

の場合には株主、その他の法人の場合にはこれらに頬する者の構成が調査   

事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること、調査する   

介練サービスを自ら提供していないこと等を規定する。  

・指定調査機関の調査書掛ま、調査員2人以上で指定事業者を訪問し、面   

接して行うこととする。  

・上妃に掲げるもののほか、指定調査機関の調査事務規程、帳簿の備え付   

けなど所要の規定を整備する。  

（24）調査員養成研修   

t調査員養成研修は、介護サービス情報の公表に関する基礎的如拙、調査   

員として必要な専門的知抜等の修得等を内容に含むものとする。  

・研修の実施に当たっては、知馳及び技術の修得がなされていることを確   

認することを教務づける。  

・調査員登録証明書の様式、調査員養成研修の指定の申請手続を規定する。  
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（29）みなし要介護認定の経過措置  

・介捜保険法等の一部を改正する法律の附則により、施行日前の要支援者   

及び要介護者は施行日に新要介護認定を受けたものとみなされるが、施行   

日前に要支援者であった者は、認知症対応型共同生活介護の利用並びに地   

域密着型介は老人福祉施設及び介繕保険施設の入所ができないこととする。  

（30）居宅サービス、地域密着型サービス、介護保険施設又は地域密着型介   

鱒予防サービスのみなし指定を必要としない場合の別段の申出  

・居宅サービス又は介護保険施設のみなし指定を必要としない場合は、そ   

の旨を都道府県知事に、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サー   

ビスのみなし指定を必要としない場合は、その旨を都道府県知事及び市町   

村長に届け出るものとする。  

（31）地域密着型特定施設のみなし指定   

・地域密着型特定施設のみなし指定を受けることができる特定施設の入居   

者は、入居者である要介強者の3親等以内の親族、その他市町村長が必要   

と認める者とする。  

（32）介護保険施設の入所者に関する経過措置   

・施行日に新要介捜掟定を受けたものとみなされた者の要介護認定有効期   

間内に、新要支援隠定を受けた者（要支援1及び要支援2）については、   

施行日から起算して3年間、入所を継続することができることとする。  

（33）保険医療機関、保険薬局又は特定承認保険医療機関に関する経過措置   

・保険医療機関、保険薬局及び特定承認保険医療機関のうち病院又は診療   

所については、施行日に、介注予防居宅療養管理指導に加え、介護予防訪   

問看注及び介護予防訪問リハビリテーションの指定があったものとみなす。   

・上記のみなし指定を必要としない場合は、その旨を都道府県知事に届け   

出るものとする。  

（25）卿  
・指定情報公表センターが行う事務は、介護サービス情報の報告の受理、   

公表、指定調査機関の指定に係る審査とする。  

・指定情報公表センターの指定の要件として、民法法人の場合には社員、   

株式会社の場合には株主、その他の法人の場合にはこれらに類する者の構   

成が情報公表事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであるこ   

と、介護サービスを自ら提供していないことなどを規定する。  

・指定情報公表センターの指定の申請手続、指定した隙の都道府県から情   

報公表事務の引継ぎ、情報公表事務規程、帳簿備え付けなど所要の規定を   

整備する。   

126）地域支援事業の利用料   

・地域支援事業の利用料については、市町村が定めることとする。   

（27）地域包括支援センター   

・地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業を、介護   

予防事業の特定高齢者把握事業とする。   

・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。   

・地域包括支援センターの人見配置基準は、第1号被保険者の数がおおむ   

ね3000～6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士及び主任介強支援専   

門員をそれぞれ1人置くこととする。   

・上記の例外は、①第1号被保険者の数が30印人未満の市町村等の場合、   

②合併市町村又は広域連合の場合、③人口規模にかかわらず地理的制約等   

のために特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要な   

場合とする。   

・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協詩会の意見を踏   

まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。   

・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に実施できる   

医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認めるものとする。  

（28）主任介護支援専門員の研修   

・主任介護支援専門員の研修の内容は、保健医療サービス等との連絡調整   

に関する知識及び技術、介護予防サービス計画等に関する専門的知識及び   

技術等の修得等とする。  
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2．老人福祉法施行規則の改正  

（1）老人介護支援センターに関する規定の見直し   

・地域包括支援センターを創設し、包括的支援事業を実施することにより、  

老人福祉法上の在宅介護支援センターが市町村事務の委託を受ける規定を  

削除したことに伴い、委託に関する規定を削除する。   

（2）小規模多機能型居宅介獲  

‥小規模多機能型居宅介練事業を行う拠点として、適切に日常生活上の便  

宜等を実施できる拠点を規定する。  

（3）認知症対応型共同生活援助幸美者に対する家賃等の前払金の保全措置   

・認知症対応型共同生活援助事業者が受領する前払金の範囲は、家賃に加  

え、一時金、管理費など介は等の供与の対価として収受する全ての費用（家  

賃6ケ月相当分の敷金を除く。）とする。   

・上記前払金について、倒産や利用者の退居の場合に備える保全措置は、  

一時金の返還債掛こついて銀行保証を付すこと等とする。  

※ 有料老人ホームに設ける保全措置と同様に規定。  

（4）有料老人ホームの見直し  

・有料老人ホームの対象として、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を行う  

ものを含むこととする。   

・高齢者専用賃貸住宅（厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。）  

を特定施設の対象に加えることに伴い、当該貸賃住宅を有料老人ホームの  

対象から外す。   

・備え付けるべき帳簿の内容は、前払金の受領記録等とし、保存期間は2  

年間とする。   

・情報開示は、サービスの内容や前払金の輯などを書面で行うこととする。   

・前払金の範囲は、家賃に加え、一時金、管理費など介繕等の供与の対価  
として収受する全ての費用（家賃6ケ月相当分の敷金を除く。）とする。  

・上記前払金について、倒産や利用者の退居の場合に備える保全措置は、  

一時金の返還債掛こついて銀行保証を付すこと等とする。  

・契約締結日から起算しておおむね90日以内の契約解除の場合について、  

前払金の全部を利用者に返還することを規定。（通知）   

・有料老人ホームの表示事項として、外部サービス利用型特定施設である  

場合には、その旨を明示することを加える。（通知）  

旦二 その他   

・改正法の成立に伴い関係省令について所要の改正を行う。   

側 4．臥を改正する省令の経過措置  

・地域包括支援センターの職員の経過措置として、保健師の代わりに「地  

域保健等に閲し経験のある看捜師」を、社会福祉士の代わりに「福祉事務  

所における現業事掛こ通算して5年以上又は介捷支援専門鼻の業務3年以  

上従事した経験を有し、かつ、高齢者の保健又は福祉に関する相談等の業  

務に3年以上従事した経験を有する者」を、主任介練支援専門員の代わり  

に「都道府県知事が捉める研修の課程を修了した介捜支援専門員J等を規  

定することとする。  

－その他所要の経過措置を設ける。  

5．施行期日   

・平成18年4月1日とする。  
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準  

（別添）  介護サービス情報の公表の対象サービス及び  

事業者が報告する介捜サービス情報の範囲について  

1 介護サービス情報の公表の対象となるサービス   

介注サービス情報の公表の対象となるサービスは以下の9サービスとする。   

○ 訪問介は、訪問入浴介護、訪問者護、適所看護、特定施設入居者生活介言葉（軽費老   

人ホーム・有料老人ホームに係るものに限る。）、福祉用具貸与   

○ 居宅介護支援   

○ 介講福祉施設サービス、介護保険施設サービス  

2 介護サービス事業者が報告する介注サービス情報の内容   

介護サービス事業者が都道府県知事に対し報告する情報は、以下の項目に  

関するものとする。  

【基本情報項目】   

① 事業所又は施設を運営する法人等に関する事項（法人等の名称、所在地等）   

② 介喜蔓サービスを提供しようとする事業所等に関する事項（事業所の名称等）   

③ 幸美所又は施言引こおいて介はサービスに従事する従事者に関する事項（取種別の従業  

者の歎、勤務形態、労働時間、経験年数等）  

（彰 介注サービスの内容に関する事項（事業所等の運営方針、介注サービスの内容等  

（9 介書蔓サービスを利用するための料金に関する事項  

（◎ その他都道府県知事が必要と認める事項  

【調査情報項目】   

① 介護サービスの内容に関する事項   

・介罠蔓サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり利用  

者の権利擁謹のために講じている措置   

・利用者本位の介碁蔓サービスの真の確保のために演じている措置   

・相談、苦情等の対応のために講じている措置   

・介亘隻サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置  

・介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携  

（a 介注サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項   

・適切な事業運営の確保のために墓舞じている措置   

・幸美運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために墓萬じている措置   

・安全管理及び衛生管理のために講じている措置   

・情報の管理、個人情報保書蔓等のために講じている措置   

・介護サービスの貫の確保のために総合的に講じている措置  

概 要   

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を、諮問書に基づい  

て定めることとし、詳細は省令本文を参照。   

夜間対応型訪問介注と小規模多機能型居宅介護については、イメージ図を別添として添付。  
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